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2025 年４月 

フェアコンサルティンググループは、世界 19 カ国/地域・34 のグローバル拠点を、提携ではなくフェアコンサルティングの

直営拠点として展開しています。そのうち、東南アジア・インド・オセアニア各国の情報を本ニュースレターにてお届けします。

現地の情報収集目的などにご活用ください。 

今月の掲載国は、以下のとおりです。（五十音順。国名をクリックすれば該当ページへ飛びます。） 

インド、インドネシア、オーストラリア、シンガポール、タイ、ニュージーランド、フィリピン、ベトナム、マレーシア 

 

 

 インド 

インドにおける減資等について 

減資、自己株式買取等、資本を減少させるにはインド国内で様々な届出や規制への対応が必要となります。特に

減資手続きについては裁判所の関与が前提となり、完了まで長い時間を要することが想定されるため外国企業は留意

が必要です。今回はインドにおける資金還流についてご紹介いたします。 

 

●減資 

減資とは会社の資本金の額を減少させることを意味します。企業は組織再編、資本構成変更の手段として減資を

用いることがあります。 

株主への資金還流としての「配当」及び「自己株式の取得」は取締役会、株主総会での決議等で実行が可能です

が、インドにおいて減資を実行するには National Company Law Tribunal（会社法審判所、以下 NCLT）の承

認も必要となります。NCLT は全債権者が減資に同意したか否か、弁済を受けたか否か等の確認をします。このように

NCLT の承認には時間とコストを要するため、一般的に減資は十分な繰越利益が無い状態の会社が自己株式取得

の上限額を超えて投下資本の回収をする場合に採用される方法です。 

減資には以下の手続きが必要となります。 

 

• 取締役会決議、及び、株主総会での特別決議 

• 株式価値算定証明書入手、及び、会計監査人の証明書入手 

• 会計処理に関する会計監査人の承認 

• NCLT への申請 

• 株主及び債権者会議にて承認 

• 法人税含む各種対応 

• NCLT からの認可 

• 減資の実行 

• 株式消却等による会社法処理、及び、会計処理 
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 NCLT は中央政府、RoC（Registrar of Companies、法務局）、会社債権者への通知を行い、3 ヶ月以内に

異議申立てがなければ減資に反対しないものと見做しますが、当然債権者は資本減少について異議を唱えることがで

きます。債権者が同意しない場合、NCLT は減資許可を出しませんので債権者が多い場合には注意が必要です。 

法人税法上は、資本の株主への分配は以下のカテゴリーで考えられます。 

 

●見做し配当 

減資の対価として株主に対して分配された金額のうち、累積利益までの部分は見做し配当として取り扱われ、株主

側での課税対象となります。 

一株主への年間配当金総額が 10,000 ルピーを超える場合、配当金を支払う会社は 10％の税率で TDS（源

泉所得税）を控除する義務があります。 

減資額が累積利益を超える場合は実質的な資本の減少と見做されます。この株主に払い戻された資本は株主に

とって実質的な資本の受領となるため課税されません。 

 

●配当所得 

配当所得は「その他の所得」の区分で課税対象となります。インドの投資家は海外からの配当であっても配当総所

得の最大 20％まで利息を控除することができます。 

 

●キャピタルゲイン 

会社が株式の額面価額の引下げ、又は、株式資本の一部の払戻しによって減資を行う場合、それは株式資本の

減少の範囲における株主の権利の消滅に相当するためこれは譲渡と見做されます。よってこの減資は株主に対してキャ

ピタルゲインとして課税対象となります。 

 

インド最高裁判所は減資により受領した金額のうち累積利益に帰属する部分は配当と見做し、残額は減少した株

式の売却代金となるとの判断を示しました。 
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以下は計算例です。 

 

計算例:    

項目 金額 

受領した資産の公正市場価格（もしあれば） 100,000 

加算：受領現金 50,000 

減資による受領総額 150,000 

控除：見做し配当 50,000 

減資された株式の売却代金 100,000 

控除：保有株式のインデックス取得価額 20,000 

長期譲渡所得（長期譲渡損失） 80,000 

 

上記の所得は株主側で以下の所得区分に基づき課税されます。 

    

項目 所得区分 税率 

見做し配当 その他の所得 通常税率 

長期譲渡所得 譲渡所得 20% 

 

 

以上 

Fair Consulting India Pvt. Ltd. 

Unit No.138, 139 & 140 , 1st Floor, JMD Mega Polis, Sector 48, Sohna Road, Gurgaon, 

Haryana 122-002 INDIA  

Tel：+91 124 410 2637 

岩瀬 雄一（日本国公認会計士）y.iwase@faircongrp.com  

 

 

 

mailto:y.iwase@faircongrp.com
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 インドネシア 

１. 経済法令 

インドネシア産業省がデータ提出義務を再定義 

インドネシア産業省は、製造業者および工業団地運営会社に対するデータ提出体制を再定義する『2025 年産業

省令第 13 号』を発表した。本省令は、企業の報告義務・検証体制・制裁措置を四半期単位で制度化する内容と

なっている。 

 

■ 四半期ごとの提出期限（SIINas 経由） 

対象期間 提出締切日 

第 1 四半期（1–3 月） 4 月 10 日 

第 2 四半期（4–6 月） 7 月 10 日 

第 3 四半期（7–9 月） 10 月 10 日 

第 4 四半期（10–12 月） 翌年 1 月 10 日 

提出は国家産業情報システム（SIINas）を通じて行われ、登録はオンラインで完結可能である。 

 

■ 提出対象となる主なデータ項目 

 建設段階（例：新規投資・工場建設時）：設備投資計画、原材料・エネルギー需要、労働力配置計画、

インフラ整備状況 

 生産段階（例：稼働後の通常報告）： 生産能力・実績、 原材料・補助材料の使用量、電力・燃料・

用水使用量、廃棄物処理状況、Industry 4.0（製造業のスマート化対応レベルを測る国家評価指標）

対応状況、発電・電力販売（中規模以上） 

 

■ 訂正申請と特別報告のルール 

内容 締切 

報告済みデータの訂正申請（各期 1 回限り） 各四半期の締切から 12 日以内 

異常事象・追加報告など 通知後 3 営業日以内 

企業は訂正・追加対応も SIINas を通じて提出する必要がある。 

 

■地方政府の役割 

地方政府（州知事、市長、県知事）は、企業提出データを元に、毎年 3 月 31 日までに中央政府へ「産業情報お

よび補足情報」を提出しなければならない。 
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■未提出・虚偽記載への制裁 

• 提出義務に違反した企業には、行政制裁が科される可能性がある。 

• また、検証業務を行う独立検証機関（LVI）が義務に違反した場合も、行政処分の対象である。 

 

２. 経済・社会ニュース 

【米国の関税攻勢、インドネシア繊維輸出に最大 47％の打撃】 

2025 年 4 月、米国による世界的な輸入関税の引き上げと報復関税の導入により、インドネシア製繊維製品には

最大 47％の関税が課され、対米輸出に深刻な影響を与えている。これは従来の関税（最大 37％）に加えて、新た

に課された 10％の追加関税が重なった結果であり、交渉のため訪米したエアランガ経済担当調整大臣もその負担増

を認めている。米国はインドネシア製品に対して 32％の追加関税を課したが、トランプ大統領はこの関税の適用を 90

日間猶予すると発表しており、今後の交渉の行方が注目される。一方、インドネシアの対米貿易は依然として黒字基

調にあり、2025 年初頭には電機製品や衣料品などを中心に 43 億ドル超の貿易黒字を記録している。 

 

【インドネシアの 2025 年成長率見通しは 4.7％に下方修正、それでも世界平均を上回る】 

国際通貨基金（IMF）は、2025 年におけるインドネシアの経済成長率を 4.7％と下方修正した。これは、2025

年 4 月発行の世界経済見通しに基づくもので、前回の 5.1％からの引き下げとなる。背景には、世界的な貿易摩擦

の激化と国際的な需要の減退という外的圧力の高まりがある。今回の見直しは、マレーシア、フィリピン、シンガポール、

タイを含む ASEAN5 諸国における景気減速の傾向とも一致しており、同地域の成長率は 2024 年の 4.6％から

2025 年には 4.0％へと鈍化する見通しである。こうした中でも、インドネシアの経済成長は相対的に堅調であり、世界

平均の 2.8％と比較すればその回復力の高さが際立つ。さらに IMF は、インドネシアの経常収支が 2024 年の GDP

比▲0.6％から 2025 年には▲1.5％へと赤字幅を拡大すると予測している。一方、世界経済全体の見通しはさらに

悪化しており、米国による過去 100 年で最高水準の関税措置と、それに対する中国など主要貿易国の報復関税によ

り、貿易摩擦が一層深刻化している。これに伴い、先進国全体の成長率は 2025 年に 1.4％まで低下する見通しで

ある。 

このように、世界経済の不確実性が高まる中においても、インドネシア経済は外的圧力を受けつつも、相対的に安定

した位置を維持していることが浮き彫りとなっている。 
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【米中依存の是正へ、新たな輸出先を模索するインドネシア】 

外交力で世界 6 位に位置付けられるインドネシアは、米国と中国への依存から脱却し、輸出市場の多角化を図る

べきである。両国間の貿易摩擦が激化する中で、戦略的な転換が急務となっている。2025 年 3 月時点のインドネシ

ア統計庁（BPS）のデータによれば、主要な輸出先としては、米中以外にインド、日本、マレーシア、EU 諸国などが挙

げられる。経済・法律研究センター（Celios）のビマ・ユディスティラ所長は、ASEAN 市場には未開拓の可能性が多く

残されていると指摘する。同地域への非石油・ガス輸出は全体のわずか 18%にとどまっており、中東、南アジア、中南

米、太平洋諸国などの市場開拓も重要だと提言している。また、アンダラス大学の経済学者シアフルディン・カリミ教授お

よび経済担当調整大臣エアランガ・ハルタルト氏も、市場分散の必要性を強調。イスラム協力機構（OIC）加盟国や

BRICS、欧州、オーストラリアとの協力拡大にも触れ、外交ルートを活用した輸出促進の重要性を説いている。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT FAIR CONSULTING INDONESIA 

16th Floor MidPlaza 1 Jl. Jend Sudirman Kav 10-11 Jakarta 10220 Indonesia 

TEL：+62 21 570 6215  

加藤 寛（日本国公認会計士）hi.kato@faircongrp.com 

Pahala Alexandra Lumbantoruan（Alex、コンサルタント）alexandra@faircongrp.com 

                                     YouTube で動画公開しています。 

https://youtu.be/ZnNuGrKXb4U 

https://youtu.be/cIMdKlolMSI 

 

mailto:hi.kato@faircongrp.com
mailto:alexandra@faircongrp.com
https://youtu.be/ZnNuGrKXb4U
https://youtu.be/cIMdKlolMSI
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 オーストラリア  

1. 2025-26 年度オーストラリア連邦政府予算案 

オーストラリア連邦政府は 3 月 25 日に 2025-26 年度（2025 年 7 月 1 日～2026 年 6 月 30 日）の連邦

予算案を発表しました。本予算案のポイントは以下の通りです。 

① 収支見通し 

2025-26 年度の収支見通しは以下の通りとなっており、財政赤字の拡大が見込まれています。 

 2023-24 

実績 

2024-25 

見通し 

2025-26 

見通し 

歳入 6,886 億豪ドル 

（約 62.0 兆円） 

7,039 億豪ドル 

（約 63.4 兆円） 

7,354 億豪ドル 

（約 66.2 兆円） 

歳出 6,728 億豪ドル 

（約 60.6 兆円） 

7,315 億豪ドル 

（約 65.8 兆円） 

7,775 億豪ドル 

（約 70.0 兆円） 

財政収支 158 億豪ドル 

（約 1.4 兆円） 

▲276 億豪ドル 

（約▲2.5 兆円） 

▲421 億豪ドル 

（約▲3.8 兆円） 

（出所）BUDGET STRATEGY AND OUTLOOK BUDGET PAPER NO. 1 

（注）1 豪ドル＝90 円で換算 

 

個人所得税の減税 

2026 年 7 月以降、個人所得税の税率を段階的に軽減 

オーストラリア居住者 

課税所得 所得税率（累進税率） 

～2026 年 

6 月 30 日 

2026 年 

7 月 1 日～ 

2027 年 

7 月 1 日～ 

0 – $18,200 なし なし なし 

$18,201 – $45,000 16% 15% 14% 

$45,001 – $120,000 30% 30% 30% 

$120,001 – $180,000 37% 37% 37% 

$180,001 – 45% 45% 45% 

（注）上表には Medicare levy（2%）を含まず 
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課税所得が 45,000 豪ドル以上の場合、2026 年 7 月 1 日以降は年間 268 豪ドルの減税、2027 年

7 月 1 日以降はさらに 268 豪ドル（計 536 豪ドル）の減税となります。 

② 電気料金補助の延長 

2025 年 6 月 30 日で終了予定であった電気料金補助を 2025 年 12 月 31 日まで 2 四半期延長（補

助金額は四半期当たり 75 豪ドル、2 四半期分で計 150 豪ドル） 

 

 

※ 当ニュースレターの内容に関してアドバイスなど必要でしたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

                                                                  以上 

 

 シンガポール 

今月は休載させていただきます。 

 

Fair Consulting Australia Pty Ltd. 

Level 31, 120 Collins Street, Melbourne VIC 3000 Australia 

Tel：+61 3 9225 5013 

讃岐 修治（豪州公認会計士）sh.sanuki@faircongrp.com 

鳥居 裕司（日本国公認会計士/米国公認会計士/豪州・ニュージーランド国勅許会計士） 

hi.torii@faircongrp.com 

YouTube で動画公開しています 

https://youtu.be/7ORNm--fGSc 

  

Fair Consulting Singapore Pte. Ltd. 

8 Temasek Boulevard #35-02A Suntec Tower Three, Singapore 

TEL：+ 65 6338 3180 

道中 泰雄（日本国公認会計士/公認内部監査人）ya.michinaka@faircongrp.com 

伊藤 潤哉（日本国公認会計士）ju.ito@faircongrp.com 

YouTube で動画公開しています 

                          https://youtu.be/T3Jp3zIdM80  

mailto:sh.sanuki@faircongrp.com
mailto:hi.torii@faircongrp.com
https://youtu.be/7ORNm--fGSc
mailto:ya.michinaka@faircongrp.com
mailto:ju.ito@faircongrp.com
https://youtu.be/T3Jp3zIdM80
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 タイ  

【2025 年 5 月 1 日よりタイデジタル入国カード（TDAC)の導入について】 

入国手続きの円滑化と外国人旅行者満足度向上の為、タイ入国管理局は 2025 年 4 月 1 日付で、デジタル入

国カード＝TDAC（Thai Digital Arrival Card）の導入を発表しました。 

 

2025 年 5 月 1 日午前 0 時より、空路、陸路、海路の入国手段を問わず、すべての非タイ国籍のタイ渡航者は、

従来の紙の出入国フォーム（TM6）にかわり、オンラインにてタイ入国・滞在情報の事前登録が義務化されます。なお、

TDAC の登録はタイ到着日を含む 3 日前から可能となります。ただし、乗り継ぎのみで入国審査（イミグレーション）を

通過しない渡航者は TDAC の登録は不要です。 

 

TDAC ホームページ 

https://tdac.immigration.go.th/arrival-card/#/home 

タイ入国管理局ホームページ 

https://www.immigration.go.th/ 

 

【タイ】VAT 仕入税額額控除に関する新規定（Paw 164） 

2025 年 2 月 5 日、タイ歳入局は、VAT 登録事業者がタイ国外で商品を販売する場合の仕入 VAT の取り扱い

に関して、歳入局通知第 Paw 164/2568 号（以下、「Paw 164」）を発行しました。当通達は、1999 年 2 月付

の通達第 89/2542（以下、「Paw89」）を改正したもので、これにより、課税売上と課税対象外売上に共通して要

する課税仕入に係る VAT の計算方法が変更されております。 

タイ国外への販売取引は VAT 課税対象外売上として扱われます。以前は課税売上と課税対象外売上の両方に

関係する仕入についても、仕入 VAT を全額控除することが実務上認められておりました。しかし、今回発行された

Paw164 により、今後は共通仕入にかかる VAT のうち、非課税売上の割合に相当する金額については、控除すること

が認められなくなりました。 

今回の改正により、VAT 課税対象外事業を営む事業者、すなわち Out-Out 取引等の三国間貿易を行う事業者

の VAT 控除額が減少することになります。 

 

当該通達は、2025 年 2 月に公表されていますが、適用時期が明確に記載されておりません。対象となる VAT 登

録事業者は、自社の管轄の歳入局担当官に確認を行い、当該通達の適用開始時期について確認することをお勧め

します。 

 

歳入局通知第 Paw 164/2568 号 

https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dn164A.pdf 

以上 

https://tdac.immigration.go.th/arrival-card/#/home
https://www.immigration.go.th/
https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dn164A.pdf
https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dn164A.pdf
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Fair Consulting (Thailand) Co., Ltd. 

18th Floor, 29 Bangkok Business Center, Soi Sukhumvit 63 (Ekkamai), Sukhumvit Road, 

Klongton Nuae, Wattana, Bangkok, 10110 Thailand 

Tel：+ 66 2 726 9772 

大谷 祐輔（日本国公認会計士）yu.otani@faircongrp.com 

山本 有里子（コンサルタント）yu.yamamoto@faircongrp.com 

中島 弘貴（日本国公認会計士）hi.nakajima@faircongrp.com 

 

 

 ニュージーランド 

法定最低賃金と個人所得税率改正について 

ニュージーランドでは毎年 4 月 1 日付で法定最低賃金や税率等の変更が適用されるケースが見受けられます。今

回は法定最低賃金と個人所得税率改正についてです。 

 

法定最低賃金 

 

最低賃金は、ニュージーランドで働く 16 歳以上のすべての労働者に適用されます。現在の最低賃金レート（税引

前）は政府によって設定されており、毎年見直されます。以下の賃金レートは 2025 年 4 月 1 日から有効です。一般

最低賃金は以前の$23.15 から 35 セント増となり、1.5%の上昇です。 

単位：NZD 

最低賃金の種類 時給 8 時間労働/日 40 時間労働/週 

一般（Adult） 23.50 188.00 940.00 

スターティングアウト（Starting-

out）※１ 
18.80 150.40 752.00 

トレーニング（Training）※2 18.80 150.40 752.00 

スターティングアウトおよびトレーニングレートは一般最低賃金の 80%に設定されています。 

 

※１. スターティングアウト賃金の対象： 

o 現在の雇用主のもとで 6 か月以上継続して働いていない 16 歳または 17 歳。 

o 18 歳または 19 歳で、過去に 6 か月以上連続して特定の社会保障給付を受けており、その後 6 か

月以上同じ雇用主のもとで働いたことがない人。 

※2. トレーニング賃金の対象： 

o 16～19 歳で、雇用契約に年間 40 単位以上の業界トレーニングを受ける義務が明記されている

人。 

mailto:yu.otani@faircongrp.com
mailto:yu.yamamoto@faircongrp.com
mailto:hi.nakajima@faircongrp.com
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個人所得税率 

ニュージーランドでは、累進課税制度が採用されています。所得が増えるにつれて税率も上がります。 

 

2025 年 4 月 1 日以降の所得税率 

所得（NZD） 税率 

0 ～ 15,600 10.5% 

15,601 ～ 53,500 17.5% 

53,501 ～ 78,100 30% 

78,101 ～ 180,000 33% 

180,001 以上 39% 

 

2024 年 4 月 1 日～2025 年 3 月 31 日の所得税率 

所得（NZD） 税率 

0 ～ 14,000 10.5% 

14,001 ～ 15,600 12.82% 

15,601 ～ 48,000 17.5% 

48,001 ～ 53,500 21.64% 

53,501 ～ 70,000 30% 

70,001 ～ 78,100 30.99% 

78,101 ～ 180,000 33% 

180,001 以上 39% 

 

 

以上 

 

 

Fair Consulting New Zealand Limited 

Level 7, 50 Albert Street, Auckland Central, Auckland 1010, New Zealand 

Web：https://www.faircongrp.com/ 

藤原 裕美（豪州公認会計士）hi.fujiwara@faircongrp.com 

YouTube で動画公開しています 

https://youtu.be/WVbWcktA6nU 

https://www.faircongrp.com/
mailto:hi.fujiwara@faircongrp.com
https://youtu.be/WVbWcktA6nU
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 フィリピン 

1.  年次財務諸表 AFS, GIS の提出について 

SEC は 3 月 3 日に、Memorandum Circular No.1, Series of 2025 にて、年次財務諸表（AFS: Annual 

Financial Statements）の申告と GIS (General Information Sheet)の提出について周知した。12 月 31 日

に会計年度が終了するすべての企業は、eFAST を通じて年次財務諸表を提出する必要がある。下表のように SEC

登録番号の末尾によって５月２日以降の提出日が指定されている。５月１日以前であれば、登録番号の末尾に関

わらず提出できる。なお、GIS について、株式会社の場合は株主総会から、外国企業（支店・駐在員事務所など）

の場合は SEC ライセンス発行日から 30 日以内に、eFAST を通じて提出する必要がある。詳細は原文を確認された

い。 

 

提出日 SEC 登録/ライセンス番頭の末尾 

5 月 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 1 および 2 

5 月 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 3 および 4 

6 月 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13 5 および 6 

6 月 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 7 および 8 

6 月 30/ 7 月 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 9 および 10 

 

2. 第 4 回フィリピンライフ連載 ～パンパンガ～ 

本日はルソン島・マニラの北部に位置するパンパンガについてご紹介します。パンパンガはグルメの町として知られ、フィ

リピン中の料理人が腕を磨きにやってきます。ということで、様々な種類のフィリピン料理がたくさん用意されたビュッフェレス

トランに行って参りました。どの料理もとても美味しかったのですが、特にパンパンガ・シシグ（豚肉・玉ねぎ等を炒めた鉄

板料理）・エビの風味豊かなパンシットカントン（細麵焼きそば）がとても印象的でした。その後、Museum of 

Philippine Arts and Culture (MOPAC)を訪れ、才能豊かなフィリピンの芸術家の作品を通じて、フィリピンの歴史・

文化・生活に触れることができました。皆さんもマニラを訪れた際には、ぜひルソン島を開拓してみてください！ 
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3. ３月中に発表されている会計・税務等に関する主な内容 

発行日 発行元 通達番号 内容 

３月 11 日 SSS 
CIRCULAR NO. 

2025-003 

番号コード化システムの停止および支店サービ

スガイドラインに関する通達が発表された。 

3 月 19 日 BIR RMO No.13-2025 

非居住者デジタルサービス提供者によるデジタ

ルサービスに対する付加価値税（VAT）およ

び最終源泉付加価値税(Withholding 

VAT)に関する英数字税コード（ATC）が新

設された。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

FAIR CONSULTING GROUP PHILIPPINES, INC. 

Unit 2103, 21F, Philippine Axa Life Centre, 1286 Sen.Gil Puyat Ave. corner Tindalo St., Makati 

City, Metro Manila, Philippines 1200  

TEL：+63 2 8832 5408 

杉山 陽祐（米国公認会計士・米国税理士）yo.sugiyama@faircongrp.com 

大久保 匠悟（日本公認会計士）sho.okubo@faircongrp.com 

副嶋 香里 ka.soejima@faircongrp.com 

                                       YouTube で動画公開しています。 

                                       https://youtu.be/vB2uUlhhLDo&t 

                            https://youtu.be/eNKqYQsxCS8 

                                        https://youtu.be/JJ5eU-U6x3I 

mailto:yo.sugiyama@faircongrp.com
mailto:sho.okubo@faircongrp.com
https://faircongrpcom.sharepoint.com/sites/fcg/Shared%20Documents/Sales-営業情報/マーケティング執筆/東南アジア・インド・オセアニア%20ニュースレター/2024/202411/ka.soejima@faircongrp.com
https://youtu.be/vB2uUlhhLDo&t
https://youtu.be/eNKqYQsxCS8
https://youtu.be/JJ5eU-U6x3I
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 ベトナム  

ベトナム新政令による税金滞納者への出国停止措置について 

 

1. はじめに 

ベトナム政府は 2025 年 2 月 28 日付で政令 49/2025/ND-CP を公布・即日施行し、一定の税金滞納者

に対する出国停止措置を正式に制度化しました。今回の制度施行により、税金滞納に対する対応は一層厳格化

され、特に企業の法定代表者や海外渡航予定者にとっては、出国制限という重大な影響を及ぼす可能性がありま

す。今回は、本制度の概要および留意点について解説致します。 

 

2. 出国停止措置の対象者と対象要件 

本制度において出国停止措置の対象となるのは、以下のいずれかに該当する個人または法人代表者です： 

① 個人事業者および事業世帯主で、以下の条件をすべて満たす場合： 

◼ 滞納額が 5,000 万ドン（約 300 万円）以上 

◼ 滞納期間が 120 日以上 

◼ 税務当局による強制執行対象 

② 企業の法定代表者で、以下の条件をすべて満たす場合： 

◼ 滞納額が 5 億ドン（約 3,000 万円）以上 

◼ 滞納期間が 120 日以上 

◼ 税務当局による強制執行対象 

③ 所在地での事業活動が確認できない事業者および法人代表者 

④ 海外渡航または国外移住を予定しているベトナム人、および外国人 

※③,④に関しては、出国時点で税金の滞納がある場合（滞納額や滞納期間に関する基準はありません） 

 

3. 出国停止措置の適用・解除の流れ 

(1) 適用手続き 

上記①～③に該当する場合、税務当局はまず電子税務取引アカウントを通じて対象者へ事前通知を発行し

ます（電子通知できない場合、当局公式ウェブサイトにて掲載）。通知から 30 日以内に未納税額が支払われ

ない場合、税務当局は出入国管理局へ出国停止の実施を要請します。 

④に該当する者については、税務当局が「出国準備を進めている」と判断した時点で、即座に出国停止措置

が要請されます。ただし、この「出国準備を進めている情報」の定義については明確に示されておらず、今後の実務

運用が注視されます。 
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(2) 解除手続き 

滞納税額を全額納付すると、税務当局は直ちに出入国管理局へ解除通知を発行します。通知を受けた出

入国管理局は、原則 24 時間以内に出国停止措置を解除します。 

 

以上 

 

 

 マレーシア  

１．インターンシップ・ポリシーについて 

 1:3 インターンシップ・ポリシーに関する FAQ がこのほど開示されました。就労ビザ（Employment Pass:以下 EP）

を取得している企業に影響のある内容となっていますので、該当企業は対応が必要となります。 

 

① 1:3 インターンシップ・ポリシーとは 

「1:3 インターンシップ・ポリシー」は、マレーシア人的資源省（KESUMA）により導入されました。KESMA が

Talent Corporation Malaysia Berhad（TalentCorp）を通じて実施しています。この方針では、対象とな

るマレーシア企業は、外国人従業員 1 名につき、国家構造化インターンシッププログラム（MySIP）に基づいた、

一定数の学生インターンを採用する必要があります。 

 

 

Fair Consulting Vietnam Joint Stock Company 

■Hanoi Office  

3F, Leadvisors Place, 41A Ly Thai To Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam 

TEL：+ 84 24 3974 4839 

大西 智之 （日本国公認会計士）to.onishi@faircongrp.com 

■Ho Chi Minh Office  

Unit 7, 8th Floor, Riverbank Place, 3C Ton Duc Thang St, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi 

Minh City, Vietnam 

TEL：+ 84 28 3910 1480 

葉山暁彦 (日本国公認会計士) ak.hayama@faircongrp.com 

山本はるか ha.yamamoto@faircongrp.com 

                           YouTube で動画公開しています。 

                          https://youtu.be/zYl7wJYao7w  

mailto:to.onishi@faircongrp.com
file:///C:/Users/石嶋美伶/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7TYCQ2HM/ak.hayama@faircongrp.com
ha.yamamoto@faircongrp.com
https://youtu.be/zYl7wJYao7w
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② 当ポリシー導入の目的 

年間 25～28 万人の学生が、学位取得のためにインターンシップが必要とされています。このポリシーにより、学生

に業界関連の実務経験を提供し、企業には人財育成への貢献を促すことを目的としています。 

 

③ 当ポリシーの適用時期 

試験運用フェーズ：2025 年 2 月 15 日～2025 年 12 月 31 日（※） 

本格導入：2026 年 1 月 1 日 

（※）Expatriate Services Division（ESD）により Tier 1 または Tier 2 に分類された企業による、EP I

および EP II の申請にのみ適用 

 

④ 対象企業 

マレーシア外国人サービスセンター（MYXpats）およびマレーシア・デジタル経済公社（MDEC）を通じて EP の

承認を受けた企業に適用されます。EP のすべてのカテゴリー（EPⅠ、EPⅡ、EPⅢ）が対象です。 

 

⑤ 必要インターン枠 

承認された EP カテゴリーごとに下記の比率でインターン枠を確保することが求められています。 

No. EP のカテゴリー 比率 要件 

1 EPⅠ 1:3 1 件の EP I 承認ごとに、インターン枠 3 名の設置 

2 EPⅡ 1:2 1 件の EPⅡ承認ごとに、インターン枠 2 名の設置 

3 EPⅢ 1:1 1 件の EPⅢ承認ごとに、インターン枠 1 名の設置 

※例外条件あり。インターン数が全従業員数の 2%を超える場合、上限は 2% 

 

⑥ 適用除外企業 

   以下の企業は本方針の対象外です。なお、試験運用期間中のフィードバックに基づき、対象外リストは今後更新

される可能性があります。 

1. マレーシア国内での営業年数が 2 年未満の企業 

2. 駐在員事務所または地域統括事務所を持つ企業 

3. 政府から税制優遇措置を受けている企業（特にデジタル、エネルギーなどの主要産業で活動する企業） 

 

⑦ 対象となるインターンシップ 

MySIP 準拠の 10 週以上、RM500 または RM600（学歴に応じる）以上の報酬が支払われる有給インター

ンシップです。TalentCorp の MyNext プラットフォームを通じ、ESD と連携しながらデータが一元管理されます。 
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⑧ 罰則、EP 承認プロセスへの影響 

罰則は現状設けられていません。また、EP 承認プロセス完了後に提供されるため、既存の承認手続きに影響を

与えることはありません。 

ただし、MySIP の情報が ESD システムと連携しているため、将来の EP 取得に優先的な考慮がなされるメリットが

あります。 

 

2025 年 12 月までの試験運用期間が完了した後、今後の方針の拡張・変更・追加要件等に関する情報が検討さ

れ、必要に応じて公表される予定となっています。 

 

詳細については、下記のリンク先をご参照ください。 

https://www.talentcorp.com.my/1to3policy/ 

 

以上 

Fair Consulting Malaysia Sdn. Bhd. 

Suite 2B-2-1, Level 2, Tower 2B, Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5, 

50470 Kuala Lumpur, Malaysia   

TEL：+ 60 3 2742 7790 

松本 健太朗（日本国公認会計士）ke.matsumoto@faircongrp.com  

池田 莉菜 (日本国公認会計士) ri.ikeda@faircongrp.com 

石井 大輔 (日本国公認会計士) da.ishii@faircongrp.com 

YouTube で動画公開しています。 

https://youtu.be/5aIfxofcfrU 

https://youtu.be/jSdnxYrhBrE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.talentcorp.com.my/1to3policy/
mailto:ke.matsumoto@faircongrp.com
mailto:ri.ikeda@faircongrp.com
https://faircongrpcom.sharepoint.com/sites/fcg/Shared%20Documents/Sales-営業情報/マーケティング執筆/東南アジア・インド・オセアニア%20ニュースレター/2024/202411/da.ishii@faircongrp.com
https://youtu.be/5aIfxofcfrU
https://youtu.be/jSdnxYrhBrE
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【本ニュースレターおよび、弊社サービス全般に関するお問い合わせ先】 

株式会社フェアコンサルティング https://www.faircongrp.com/  

〒104-0045 東京都中央区築地一丁目 12-22 コンワビル 7 階 

TEL：+81-3-3541-6863 

Global RM 部 grm@faircongrp.com 

YouTube チャンネルでも、情報発信しています。チャンネル登録もお願いいたします。

https://www.youtube.com/c/FairConsultingGroup    

 

 

 

 

 

 

 

 

「FCGニュースレター 東南アジア・インド・オセアニア」の内容の無断での転載、再配信、掲示板の掲載等はお断りいたします。 

「FCGニュースレター東南アジア・インド・オセアニア」で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。 

フェアコンサルティンググループでは、できる限り正確な情報の提供を心掛けておりますが、「FCGニュースレター東南アジア・インド・オセアニア」で提供し

た内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、フェアコンサルティンググループ及び執筆者は一切の責任を負いかねます

ので、ご了承ください。 

新興国の会計業務で陥りやすいリスクとグローバルアウトソーシング 

https://youtu.be/Qs4lTYipokM 

【2025 年度版】フェアコンサルティングのご紹介【日本発の会計事務所系

グローバルコンサル】 

https://youtu.be/Howt0CMVSxY 

 

https://www.faircongrp.com/
mailto:grm@faircongrp.com
https://www.youtube.com/c/FairConsultingGroup
https://youtu.be/Qs4lTYipokM
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